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除
雪
費
助
成
金
交
付
事
業
の

利
用
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

【問い合わせ先】住民生活課児童係　☎０１３７－６２－２１１２

児童扶養手当児童扶養手当のの所得限度額所得限度額およびおよび支給額支給額のの改定改定についてについて

１．所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部の
みを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限
度額が表のとおり引き上げられます。

全部支給となる所得限度額
（受給資格者本人の前年所得）

一部支給となる所得限度額
（受給資格者本人の前年所得）

扶養する
児童等の数

収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース

これまで R6.11月分から これまで R6.11月分から これまで R6.11月分から これまで R6.11月分から

０ 1,220,000 1,420,000 490,000 690,000 3,114,000 3,343,000 1,920,000 2,080,000

１人 1,600,000 1,900,000 870,000 1,070,000 3,650,000 3,850,000 2,300,000 2,460,000

２人 2,157,000 2,443,000 1,250,000 1,450,000 4,125,000 4,325,000 2,680,000 2,840,000

３人 2,700,000 2,986,000 1,630,000 1,830,000 4,600,000 4,800,000 3,060,000 3,220,000

４人 3,243,000 3,529,000 2,010,000 2,210,000 5,075,000 5,275,000 3,440,000 3,600,000

５人 3,763,000 4,013,000 2,390,000 2,590,000 5,550,000 5,750,000 3,820,000 3,980,000

２．第３子以降の加算額の引き上げ
第３子以降の加算額が引き上げられ、第２子の加算額と同額になります。

これまで R6.11月分から

第３子以降　加算額
全部支給　6,450円
一部支給　6,440円～3,２30円

（所得に応じて決定されます）

全部支給　１0,750円
一部支給　１0,740円～5,380円

（所得に応じて決定されます）
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【
対
象
者
】

①�

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
高
齢
者

で
、
虚
弱
な
ど
に
よ
り
除
雪
が

困
難
で
、
家
族
や
隣
人
等
の
協

力
者
の
確
保
が
で
き
な
い
方

②�

心
身
に
障
が
い
が
あ
り
、
そ
の

障
が
い
に
よ
り
除
雪
が
困
難
で
、

家
族
や
隣
人
等
の
協
力
者
の
確

保
が
で
き
な
い
方
。（
身
体
障

害
者
手
帳
等
の
提
示
を
求
め
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。）

【
除
雪
内
容
】

町
が
指
定
す
る
除
雪
実
施
事
業

者
が
、
積
雪
15
㎝
以
上
雪
が
降
り

積
も
っ
た
場
合
に
、
玄
関
か
ら
公

道
ま
で
の
通
路
（
幅
１
ｍ
程
度
）

の
確
保
を
し
ま
す
。

あ
く
ま
で
も
「
外
出
時
の
通
路

を
確
保
す
る
た
め
の
除
雪
」
と
な

り
ま
す
。

※�

八
雲
地
域
の
市
街
地
以
外
に
お

住
ま
い
の
方
は
、
利
用
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

【
除
雪
期
間
】

　

11
月
１
日
㈮
～

令
和
７
年
３
月
31
日
㈪

【
利
用
料
】

　

１
回
あ
た
り
１
，
６
０
０
円

（
30
分
以
内
）

【
自
己
負
担
額
】

・
生
活
保
護
世
帯　

４
０
０
円

助
成
率
３
／
４

・
そ
の
他
の
世
帯　

８
０
０
円

助
成
率
１
／
２

【
利
用
申
請
】

利
用
を
希
望
す
る
方
は
、
保
健

福
祉
課
高
齢
者
福
祉
係
（
シ
ル

バ
ー
プ
ラ
ザ
）、
熊
石
総
合
支
所

住
民
サ
ー
ビ
ス
課
で
申
請
手
続
を

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
昨
年
度
ま
で
に
利
用
さ

れ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
、
電
話
で

の
申
込
み
で
も
受
け
付
け
し
ま
す
。
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